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【手続補正書】
【提出日】平成24年6月8日(2012.6.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　血小板を阻害する物質により誘発される血小板障害と関連する出血性イベントを治療お
よび／または予防するための、薬学的有効量のフォン・ヴィレブランド因子（ｖＷＦ）を
含む医薬。
【請求項２】
　ｖＷＦが第ＶＩＩＩ因子／フォン・ヴィレブランド因子（ＦＶＩＩＩ／ｖＷＦ）の組み
合わせ物として第ＶＩＩＩ因子と組み合わせて使用または投与される、請求項１に記載の
医薬。
【請求項３】
　解毒剤として作用させるために前記ｖＷＦまたはＦＶＩＩＩ／ｖＷＦを投与する、請求
項１または２に記載の医薬。　
【請求項４】
　ｖＷＦまたはＦＶＩＩＩ／ｖＷＦが濃縮物として使用または投与される、請求項１～３
のいずれか１項に記載の医薬。
【請求項５】
　ｖＷＦまたはＦＶＩＩＩ／ｖＷＦがヒト血漿から単離されている、請求項１～４のいず
れか１項に記載の医薬。
【請求項６】
　ｖＷＦまたはＦＶＩＩＩ／ｖＷＦが組み換えタンパク質として投与される、請求項１～
５のいずれか１項に記載の医薬。
【請求項７】
　ｖＷＦまたはＦＶＩＩＩ／ｖＷＦが体重１ｋｇあたり１０～１０００単位ｖＷＦ、また
は体重１ｋｇあたり５～４００単位ＦＶＩＩＩおよび１０～１０００単位ｖＷＦの用量で
患者に投与される、請求項１～６のいずれか１項に記載の医薬。
【請求項８】
　ｖＷＦまたはＦＶＩＩＩ／ｖＷＦが体重１ｋｇあたり３０～５００単位ｖＷＦまたは体
重１ｋｇあたり２０～２００単位ＦＶＩＩＩおよび３０～５００単位ｖＷＦの用量で患者
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に投与される、請求項７に記載の医薬。
【請求項９】
　血小板を阻害する物質がシクロオキシゲナーゼ（ｃｙｃｌｏｏｘｉｇｅｎａｓｅ）イン
ヒビター、ＡＤＰ受容体のインヒビターまたはそれらの組み合わせ物である、請求項１～
８のいずれか１項に記載の医薬。
【請求項１０】
　シクロオキシゲナーゼインヒビターがアセチルサリチル酸であり、そしてＡＤＰ受容体
のインヒビターがチエノピリジノ誘導体、好ましくはクロピドグレルまたはチクロピジン
である、請求項９に記載の医薬。
【請求項１１】
　血小板を阻害する物質により誘発される血小板障害と関連する出血性イベントの治療お
よび／または予防に使用するための、同時の、別々の、または逐次的な使用のためのｖＷ
ＦおよびＦＶＩＩＩを組合わせた医薬組成物。
【請求項１２】
　血小板を阻害する物質により誘発される血小板障害と関連する出血性イベントに関係す
る障害を治療および／または予防するための医薬を製造するための、薬学的有効量のフォ
ン・ヴィレブランド因子（ｖＷＦ）の使用。
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